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者豆

話尋
>"'-
長時

叢
第
二
十
巻

第
四
競

(
坦
事
踊
百
措

A
抽
)

大
正
十
周
年
四
月
後
行

論

叢

土
地
固
有
戸
闘
す
る
諸
説
概
評

(一)

田

島

重自

治

第

節

緒

読

普
天
の
下
・
率
土
の
演
、
王
土
に
非
F
る
は
な
(
、
玉
臣
に
非
F
る
は
な

L
o
是
れ
支
那
古
詩
に
見
は
る
、
一
助

の
理
想
に

L
τ
、
比
理
想
を
上
古
よ
り
今
日
に
至
る
迄
最
も
善
〈
実
現
す
る
は
、
世
田
介
高
闘
中
濁
h
我
岡
ゐ
る
の

み
。
岡
よ
り
時
に
汚
隆
ゐ
h
ノ
世
に
治
乱
ゐ
る
は
金
蹴
無
快
の
我
帝
国
ご
雌
も
亦
品
目
か
れ

F
る
所
な
る
が
故
に
、
様

巨
或
は
私
に
巨
隷
を
置
き
、
豪
族
或
は
切
ち
に
荘
園
を
領
し
た
る
こ
ご
亦
我
史
乗
に
屡
々
見
ゆ
る
所
な
り
。
故
仁

之
を
前
に
し
て
は
大
化
の
改
革
ゐ
り
、
之
を
後
仁
し
て
は
明
拍
の
王
政
復
古
ゐ
h
o
前
後
二
千
教
育
歳
我
圃
土
地

司首

議

土
地
闘
有
に
闘
す
る
諸
詑
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
競

) 

六
一
五



論

叢

土
地
闘
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
ニ
十
容

(
第
四
暁

) 
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制
度
の
猿
翠
は
恰
も
江
河
の
屡
々
其
疏
域
及
び
深
浅
を
稜
じ
た
る
が
知
き
も
の
あ

b
t
錐
も
、
而
か
も
王
土
に
非

ぎ
る
な
し
ご
の
理
想
の
流
れ
は
常
に
凶
民
ゆ
心
裡
に
没
潤
し
て
未
ガ
曾
て
澗
渇
し
た
る
'
』
芭
耐
鳴
が
市
り
し
な
り
。

明
治
維
新
後
に
於
て
、
泰
西
の
法
制
を
多
酌
採
用
し
、
臣
民
に
土
地
の
所
有
相
鎖
及
び
責
買
譲
渡
の
権
利
を
認

許
し
た
る
が
故
に
、

一
見
古
来

ω理
想
は
事
寅
上
消
滅
し
た
る
が
如

L
ご
臨
も
、
質
は
然
ら
歩
。
帝
闘
の
土
地
は

依
然
ご
し
て
王
土
な
り
、
共
土
に
生
息
す
る
億
兆
を
併
せ
て
高
世
一
系
の
天
皇
の
統
治
し
た
ま
ム
所
な
る
は
、
帝

園
憲
法
ゆ
明
か
に
規
定
す
る
所
な
り
o

帝
国
の
土
地
は
即
も
王
土
な
り
。
他
話
を
以
て
言
へ
ば
天
皇
郎
も
国
家
主

権
に
属
す
る
領
土
な
り
。
此
領
土
は
現
時
に
於
て
は
皇
室
の
御
料
地
御
料
林
、
各
省
に
属
す
る
官
有
地
、
図
布
林

野
、
目
公
有
及
び
枇
寺
有
林
野
、
民
有
有
租
地
、
民
有
年
期
地
、
民
有
国
見
租
地
の
数
種
に
分
た
る
o

国
勢
院
が
大
正

十
年
十
月
に
刊
行
し
た
る
「
戦
前
戦
後
に
於
け
る
岡
宮
統
計
」
に
譲
れ
ば
、
前
掲
各
磁
の
土
地
は
、
御
料
地
及
び
各

省
に
属
す
る
官
有
地
を
除
当
旬
、
左
記

ω如
、
き
面
積
及
び
積
額
を
有
す
ご
計
算
せ
ら
れ
た
b

(
大
正
八
年
帥
も
一
九

一
九
年
の
統
計
)
O

土

地

種

且『

反

額四

一
C
七
.
七
七
五
、
二
八
二

回
O
J
一
一
一
」
ハ
九

O

一
三
、
一

λ
五
」
ハ
七
九
、
ニ

O
A

主

0
.
一
二

O
、O
四
三

固

毛主

林

野2

別
町

七
、
九
八
八
二
ハ
四
回
・
。

=一
J
ハ
四
丸
、
八
占
つ
了
凶

}
四
‘
λ
三
九
、
凹
二
六
・
ニ

三
二
五
、

O
六
七
・
七

償

公
有
丑
枇
寺
有
林
野

民

有

有

租

地

民

有

年

却1

1血



民

干f

兎

租

地

大
三
三

hv

八
八
λ
・式

四
一
一

J
ニ
九
四

.
0
五
五

此
統
計
に
擦
れ
ば
我
帝
国
内
地
の
領
土
の
最
要
部
分
を
占
む
る
も
の
は
民
有
地
特
に
民
有
有
租
地
な
る
を
見

る
。
民
有
有
粗
地
を
更
に
細
別
す
れ
ば
、

回
、
畑
、
宅
地
、
盛
田
、
山
林
、
原
野
及
牧
場
、
鍍
泉
地
沼
及
雑
樟
地

の
七
日
ざ
な
り
、

某
反
別
及
び
償
額
は
同
じ
〈
岡
勢
院
の
調
査
に
擦
れ
ば
左
の
如

L
o

民
有
有
組
地
種
目

別
町

二
、
八
六
九
二
九
一
一
・
四

二
、
三
九
六
、
九

C
一一・五

民

慣

盤

回

一λ
玉
、
八
八
四
・
五

六
、
一
一
一
一
・
=
一

ー主

回
、
七
五
一
-
一
J
ニ
七
=
一
、

O
穴

h

二、

0
0
λ
、七

J
A
O
J
一
二
三

六
、
二
九
回
、
七
四
四

.0λ
九

一
一
、
四
豆
大
.
孟
一

λ

一
O
E
J
一
一
三
四
、
七
八
C

回帥!宅

え島

山

林

十
、
入
ニ
七
、
九
八
七
・
。

原

野

及

牧

場

一
、
一
一
一
二
七
、
七
二
入
・
七

鏑
泉
地
池
治
及
雑
種
地

二
五
.
六

O
入
・
入

λ
.
三
四
九
、
担
九
七

=
一
.
六
六

O
、
九
三
大

計

一
回
、
八
三
九
.
凹
二
大

一
三
.
一
八
豆
、
六
じ
丸
了
一

O
λ

(
耐
考
、
前
掲
問
、
畑
、
宅
地
、
及
観
聞
の
慣
餌
は
大
破
省
主
稔
周
年
報
所
識
の
一
各
府
麻
中
等
地
由
一
反
歩
の
貰
買
債
額
を
車
慣
と
し
、
之
を

其
白
線
反
則
に
乗
ピ
て
算
出
し
た
る
も
の
に
し
て
、
大
約
土
地
主
帳
面
地
慣
白
七
倍
に
常
る

Q

山
林
、
原
野
止
牧
場
、
鏑
泉
地
地
招
及
轄
積
地

三
国
買
慣
額
は
之
を
知
る
ζ

と
能
は
ざ
る
を
以
て
山
林
は
地
伺
白
四
倍
を
、
段
一
仙
は
地
伺
白
三
倍
を
車
伺
と
し
、
各
共
白
総
反
別
に
策
じ
て
算

出
し
た
る
も
の
な
り
。
序
に
一
言
す
、
前
々
摘
の
岡
有
林
野
北
に
公
有
及
此
寺
有
林
野
心
倒
翻
は
、
森
林
は
地
伺
の
四
倍
‘
原
野
は
地
債
の
三

倍
を
以
て
其
償
額
ー
と
持

L
ち
る
旨
を
同
勢
院
白
岡
高
統
計
は
附
詑
せ
り
)
。

論

叢

土
地
醐
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
親

五
一
七



諦

業

土
地
闘
有
に
闘
す
る
謂
詑
概
評

第
二
十
巻

(
静
岡
山
抽

四
) 

/、

F、

前
掲
園
勢
院
の
困
富
統
計
に
掲
げ
た
る
土
地
の
反
別
は
大
減
省
主
計
局

ω統
計
年
制
明
書
ご
少
し
〈
符
合
せ

F
る

所
あ
り
。
印
私
同
局
第
四
十
入
国
統
計
年
報
書
(
大
正
十
一
年
末
刊
行
)
に
操
れ
ば
民
有
有
租
地
の
反
別
は
、
大
正

入
年
末
に
於
て
一
千
五
百
十
入
荷
三
千
八
背
十
二
町
七
反
五
畝
に
建
し
、
大
正
十
年
末
仁
於

τ
一
千
五
一
百
六
十
一

高
四
千
七
百
十
四
町
七
反
二
畝
に
増
加
し
た
り
。
今
夏
に
主
税
局
の
年
報
に
依
h
、
此
千
五
百
六
十
高
町
の
民
有

有
租
地
が
如
何
に
分
配
せ
ら
れ
所
有
せ
ら
る
、
か
を
見
る
に
、
其
筆
数
は
一
億
三
千
一
二
百
二
十
五
高
五
千
四
百
二

に
し
て
、
納
租
人
員
は
一
千
六
十
四
高
玉
手
九
百
四
十
一
人
に
達
し
、
而
hr
も
其
数
は
年
々
増
加
し
っ
、
あ
h
。

卸
も
大
正
六
年
末
仁
於
て
は
一
千
四
高
五
千
百
五
十
四
人
な
り
し
に
、
其
後
五
年
間
に
六
十
高
人
を
増
加
し
、
税

額
は
同
年
期
間
に
於
て
七
千
参
百
四
拾
入
高
四
千
固
よ
り
七
千
四
百
十
四
高
或
千
岡
仁
増
加
し
た
り
。
叉
同
年
報

に
競
れ
ば
地
租
納
者
の
人
口
に
封
す
る
百
分
比
例
及
び
、
地
租
の
額
に
山
り
て
匝
別
せ
る
五
等
級
の
人
員
の
百
分

比
例
は
、
左
表
の
如
し
。

年

度

人
目
百
に
刊

納
税
人
員

一λ
・四五

大

正

/、
年

*-
正

七

年

一λ
・一五

ョ=
正

A 

年

λ 

大

ゴL

一λ
・五四

正

年

百

分

例

比

五
拾
間
以

よ
制
措
者

一一・一六

一一・一三

拾
闘
以
上

五
間
以
上

告
回
以
上

張
問
未
満

一凹・五一ニ

~q 

=
二
・
四

O

凹

0
・
四
九

一凹・三八

一一・三五

j， 

四

0
・
七
五

二
・

O
九

問

. 

凹

四
0
・
九
三

一一・
O
五

四

::IL 

三
了
凹
三

四一・一
O



大

正

年

一
八
・
五
回

。

一四・

o

五

四

四
一
・
ニ
入

大

豆

十

年

一λ
・
じ
六

一一・
0
0

一三・九
O

ア£

二
・
四
九

四一・=一五

是
等
の
統
計
に
健
れ
ば
我
闘
の
民
有
地
が
如
何
に
多
数
人
又
は
家
版
の
手
に
分
散
せ
ら
れ
所
有
せ
ら
る
、
か
は

葦
L
推
測
す
る
に
難
か
ら

F
る
な
り
。
且
我
国
に
大
地
主
は
至
て
少

f
し
て
中
地
主
多
〈
、
特
に
小
地
主
の
最
も

多
量
は
、
買
に
注
意
す
べ
き
事
な

b
o

仁
徳
天
皇
は
民
の
富
め
る
は
即
も
股
の
宮
め
る
な
b
E
日
ひ
給

~
h
。
換
言
す
れ
ば
民
の
所
有
す
る
は
印
ち
天

皇
の
所
有
せ
る
な
り
。
民
有
地
は
卸
も
王
土
な
り
o

我
園
内
地
の
人
日
は
大
正
九
年
十
月

J

日
の
国
勢
調
査
に
依

れ
ば
五
千
五
百
九
十
六
高
三
千
人
に

L
て
世
帯
数
は
一
千
一
百
二
十
二
高
ニ
千
な
b
o
故
に
若

L
同
年
度
の
地
祖

納
者
数
一
千
四
十
二
高
九
千
九
百
人
を
以
て
世
帯
数
Z
封
照
せ
ば
、
世
帯

ω大
多
数
は
土
地
の
所
有
者
な
る
を
略

ぽ
推
想
し
得
ぺ
き
な
り
。
且
夫
れ
我
国
世
帯
の
最
要
部
を
占
む
る
は
農
家
な

b
、
今
第
三
十
九
次
農
商
務
統
計
表

(
第
一
縮
、
大
王
十
一
年
刊
)
に
依
れ
ば
、
我
園
内
地
の
農
家
戸
数
は
大
正
九
年
末
に
於
て
は
五
百
四
十
八
高
四
千

徐
戸
に
じ
て
、
前
掲
会
闘
世
帯
数

ω殆
ん
い
と
竿
を
占
め
、
其
内
自
作
戸
数
は
百
六
十
八
高
二
千
六
百
戸
、
白
作
粂

小
作
の
戸
数
は
ニ
百
二
十
四
高
四
千
像
、
小
作
戸
数
は
宵
五
十
五
高
四
千
六
百
伶
戸
な
る
が
故
に
自
作
及
び
自
作

粂
小
作
の
雨
者
を
合
算
す
れ
ば
三
百
九
十
二
高
六
千
七
百
戸
の
多
吉
に
悲
し
、
前
掲
全
国
世
帯
数
の
三
割
五
歩
に

蛍・
9
、
農
家
戸
敷
金
憧

ω七
倒
一
歩
六
厘
に
嘗
る
を
見
る
。
而

L
て
此
等
は
勿
論
土
地
の
所
有
者
な

b
o

前

叢

土
地
固
有
に
闘
す
る
荷
嵩
概
評

第
二
+
巻

(
第
四
挽

五
) 

大

丸



論

叢

土
地
問
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
二
十
巻

(
策
四
銑

ノ、
) 

大

O 

今
夏
に
耕
地
所
有
者
の
戸
数
を
耕
地
の
庚
狭
に
由
h
て
七
等
に
分
も
た
る
も
の
、
百
分
比
例
を
翠
「
れ
ば
左
表

の
如
し
。

七
A
W
/
1

E 

段

未

E
段
以
上
一
町
未
満

一
町
以
上
三
町
未
満

三
町
以
よ
五
町
未
満

王
町
以
上
十
町
宋
揃

十
町
以
上
五
十
町
未
満

五

十

町

以

大
正
元
年

浦

四
七
・
七
八

大
正
五
年

四
人
・
大

一
一
四
・
五
三

F、五
二
一
凹

-
一
・
四
八

0
・
八
五

0

・0七

大
正
九
年

四
九
・
=
一
一

ニ
凹
・
ニ
九

一λ
・
-
五

四
・
六
八

E 
0
・
九
七

0

・0
九

大
正
十
年

四
九
・
=
一
七

二
回
・
ニ

O

一
八
・
一
三

四
・
七五

0
・
丸
丸

c
・0
九

大
正
十
一
年

四
九
・

O
五

二
四
・
ニ
五

一
入
・

C
大

四
・
六
五

O 九
o 0 

0
・0
九

上
掲
の
諸
統
計
に
擦
れ
ば
、
我
囲
内
地
に
於
り
る
経
済
的
じ
利
用
し
得
ぺ
き
土
地
の
大
部
分
は
人
民
の
私
有
に

一
五
・
三
大

-
七
・
九
五

五
・
四
五

一
一
・
五
六

0
・
入
四

上

0
・0
大

闘
属
周
し
、
而
h炉r
も
此
等
の
民
有
地
は
金
閑
戸
数
の
大
部
品
分
刀
仁
由
hbJ
て
晶
分
万
割
せ
ら
れ
所
有
せ

ιる
、
〉
e伊

年
に
由
'hり
、
又
は
地
方
仁
由
り
て
仔
細
に
調
査
す
れ
ば
、
土
地
の
粂
併
は
多
少
行
は
る
さ
雄
も
、
彼
の
枇
曾
主
義

統
計
に
徴
す
る
も
亦
明
か
な
h
，。

者
又
は
土
地
図
有
論
者
の
或
者
が
盲
目
的
調
断
的
に
叫
ょ
が
如
く
激
甚
頴
著
な
る
も
の
仁
非
F
る
は
上
掲
各
種
の

夫
れ
一
吐
合
主
義
者
の
常
套
語
は
執
逗
資
本
主
義
の
産
業
組
織
が
産
業
の
集
中
及
び
富
の
集
中
を
促
準

L
、
貧
富



雨
階
級
の
封
立
及
♂
争
闘
を
激
成
し
、
克
に
一
枇
舎
の
大
破
裂
を
来
す
ぺ
し
ご
謂
ム
に
在
h
。
此
前
提
及
び
推
論
の

結
果
ご
し
て
、
彼
等
の
或
者
は
有
ら
ゆ
る
財
産
の
私
有
を
撤
廓
せ
ん
ご
す
る
完
全
共
産
主
義
を
主
張
し
、

或
者
は

土
地
及
び
資
本
の
如
、
吉
生
産
方
使
の
私
有
を
臨
崩
し
て
、
衣
食
休
の
如
き
享
受
方
便
の
私
有
を
存
癒
し
、
有
ら
ゆ
る

生
産
事
業
を
枇
曾
の
百
世
管
ご
怨
さ
ん

E欲
す
る
部
分
的
共
産
主
義
者
〈
は
完
全
集
産
主
義
(
円
。

z
-
g
r
n
E
E
E
)

を
設
吹

L
、
叉
或
者
は
生
産
方
便
の
中
、
軍
に
土
地
の
み
を
園
有
芭
震

L
、
之
が
私
有
を
厳
し
、
土
地
利
用
者
を

し
て
総
て
困
家
に
隷
属
す
る
所
の
借
地
人
た
ら
し
め
、
土
地
よ
り
生
や
る
純
枚
入
は
血
中
げ
て
之
を
岡
家
に
上
納
せ

し
め
ん
Z
欲
す
る
所
の
土
地
悶
有
論
若
〈
は
部
分
的
集
産
主
義
(
宮
内

E
-
g
r
a
s
E
)
e
f唱
ム
る
あ
り
。
而
し
て

是
等
三
主
義

ω中
間
に
、
又
は
之
に
接
近
す
る
幾
多
の
主
義
主
張
あ
b
て
、
軌
涯
文
明
諸
園
、
特
に
西
欧
仁
於
け

る
思
想
界
は
賓
に
紛
糾
混
乱
の
肢
を
呈
L
た
り
。

我
閣
の
事
者
政
治
家
又
は
枇
合
的
運
動
家
は
往
々
我
閥
固
有
の
歴
史
及
び
貫
況
に
就
て
精
査
深
慮
す
る
こ
ご
無

〈
、
彼
の
西
欧
に
於
て
す
ら
有
識
の
士
の
既
に
以
て
挟
謬
な
り
ご
判
定
せ
る
準
設
に
惑
溺
し

τ、
之
を
演
泊
叉
は

文
書
に
論
逃
し
、
叉
は
彼
等
の
阪
に
以
て
賀
行
不
可
能
又
は
有
害
無
盆
な
り
ご
論
断
せ
る
政
策
を
妄
信
し
て
、
之

4T
直
ち
に
我
闘
に
賀
行
せ
ん
ご
令
闘
す
る
者
あ
b
。「
7

U

N

ク
ス
L

「
グ
ロ
ポ
ト
キ
ン
」
等
の
準
設
を
宣
侍
す
る
輩

は
前
者
の
例
に
し
て
、
「
へ

y
y
1
・
ジ
ョ
ー
ク
」
「
コ
ラ
ン
」
「
ジ
r

ア

V
1
」
等
の
計
書
を
歓
迎
す
る
徒
は
品
偶
者
の

例
な
り
。論

策

土
地
削
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
競

七』

，、



論

叢

土
地
問
有
に
闘
す
る
諸
説
撫
評

第
二
+
巻

(
第
四
披

i¥. 
} 

/、

余
は
従
来
本
誌
に
於
て
屡
h
y

枇
曾
主
義
特
に
「
7

F

ク
ス
」
減
完
全
集
産
主
義
の
問
中
読
七
の
誤
謬
及
び
賀
行
上
の
一

閃
難
及
び
弊
害
に
就
て
論
蓮
司
る
所
あ
h
o
最
近
仁
於
て
は
此
第
一
月
の
誌
上
「
産
業
の
集
中
仁
就
て
の
「
7
F
-
F

ス
」
の
謬
想
』
の
題
下
に
綾
過
す
る
所
め
り
。
而

Lτ
今
や
本
競
誌
上
に
於

τは
「
部
分
的
集
産
主
義
」
に
属
す
る

「
土
地
図
有
論
」
又
は
之
に
接
返
す
る
数
人
の
準
設
又
は
企
闘
に
就
て
、
其
概
要
を
過
べ
、
併
せ
て
短
評
を
下
し

て
、
柳
か
経
済
的
準
理
の
研
究
に
資
[
、
及
び
枇
曾
政
策
の
参
考
資
料
の
一
端
に
供
せ
ん
ご
欲
す
o

第
二
節

土
地
固
有
論
の
首
唱
者
概
評

欧
洲
仁
於
け
る
土
地
図
有
論
の
先
駆
は
蓋
L
英
闘
に
在
h
c
第
十
七
世
紀
に
於
て
円
。

oz
は
其
著

E
S
N
h

h
号
宅
、
き
R
R
目
に
於

τ紳
は
人
聞
に
土
地
を
卒
等
に
賦
奥
じ
た
る
を
設
き
た
b
o
第
十
八
世
紀
に
於
て
私
有
地
取
ら

上
げ
の
議
論
争
】
矯
す
者
漸
〈
多
〈
‘
千
七
百
七
十
五
年
目
白

2
(リ

E
Z
市
の
「
哲
皐
協
曾
」
の
曾
議
に
於
て
同
曾

創
立
者
の
一
人
な
る
、

P
。
B
E
r
g
n
o
は
土
地
の
私
有
は
之
を
各
小
数
匿
な
R
E
W
ω
)
に
返
還
す
べ
き
こ
ご
を
提

議

L
、
氏
は
之
が
錫
に
罪
を
獲
て
伶
款
に
己
命
す
る
の
品
川
儀
な
き
に
至
れ

h
o
氏
は
倫
敦
に
於
て
猶
ほ
英
主
義
の

宣
捕
時
を
怠
ら

y
hし
も
、
大
な
る
致
果
を
見
る
を
得

g
h
き
o

千
七
百
八
十
一
年
に
於
て
は
問
。
♀

E
E
の
〉
r
q

今
昔
大
事
の
教
授
巧
・

cm一
己
〈
目
的
は
「
土
地
所
有
権
論
」

Z
題
す
る
匿
名
書
を
著
は
し
、
土
地
の
横
仮
に
し
て
所

有
者
の
改
良
の
勢
力
に
白
ら
す
し
て
後
生
せ
る
部
分
は
、
総
て
之
を
租
税
に
由
b
て
波
状
す
ぺ

L
Z
論
じ
、
而
し



て
此
設
は
哲
事
者
同
巳
ι
の
稀
賛
す
る
所
ご
な
り
た
り
。

蓋
し
此
設
は
後
世
」
印
・
昌
三
及
び
国
E
弓

P
2向。

等
の
設
の
先
駆
を
匁
せ
る
も
の
さ
謂
ふ
ぺ
し
。

其
後
千
七
百
九
十
七
年
に
叶
宮
目
E
]
u
t
R
は
其
著

h
h
E
3
S

」
芝
日
台
、
号
、
弘
守
弐
2
3吉
守
望
号
民
会
、
売
さ
N
N
N
室
長
も
守
(
H
A
O

足。
P
H
3
1
)
に
於
て
同
様
の
訪
を
公
に
し
、

而
し
て
第
十
九
世
紀
に
於
て
は
己
主
品
開
ι
Z
E
ロ
0
2
が
千
八
百
五
十
年
に
著
は
せ
る
吋
ぞ
冬
ミ
ト
モ
ペ
雪
量
言

L
3

喝、A
町、

EN皇
室
弘
言
、
言
、
と

~EEhNbf、
会
へ
お
芝
山
町
、
脳
曳
t
k
S
E
Q
及
び
其
翌
年

Z
Z
Z耳
目
司

2
3
が
著
は
せ
る

hsミ
き
き
と
も
亦
同
様
の
理
想
を
合
hU
も
の
な
h
o

蓋
L
英
闘
に
於
て
土
地
の
図
有
若
〈
は
共
祉
曾
的
共
有
を
以
て
自
然
法

(
E
E
E二
宮
司
)
な
り
ご
す
る
考
が
、
他

の
欧
洲
諸
国
よ
り
早
〈
且
庚
〈
行
は
れ
た
る
は
、
同
国
が
他
の
諸
国
よ

h
大
地
主
多
〈
且
之
に
件
ム
弊
害
大
な
b

し
仁
起
因
す
る
も
の
、
如
し
。
而
し
て

初日

n
R
ι
c
が
千
八
百
十
七
年
美
著

Q

N

H

b

町
、
主
買
え
九
町
犬
、
え
礼
子

ah号、』

お
号
、
q

n

N
ミ
色
町
。
hnNNH~
も
お

に
於
℃
会
に
し
た
る
有
名
な
る
地
代
設
は
、
氏
が
議
想
せ
ぎ
り
し
推
論
及
び
結
論
を
後
世

の
同
学
者
の
勝
一
姐
に
惹
起
し
た
る
も
の
な
り
。
「

y
カ
ル

r
1
」
は
地
代
(
内
2
5
E山
口
百
ロ
昨
)
の
原
因
を
以

τ土
地
の
原

始
的
不
滅
的
の
カ
の
差
等
に
蹄
し
、
以
錦
へ
ら
〈
土
地
の
生
産
力
又
は
地
位
に
差
等
ゐ
b
、
且
何
れ
の
土
地
に
も

牧
穫
遮
減
法
則
は
早
晩
行
は
る
、
も
の
な
る
が
故
に
、
人
口
の
増
加
に
件
ふ
食
物
需
要
の
増
加
及
び
其
痕
格
の
騰

賞
は
、
耕
作
限
界
(
E
R
m
E
O同

E
E
E
C
Oロ
)
を
低
下
す
ぺ
〈
、
換
言
す
れ
ば
耕
作
は
盆
々
生
産
力
又
は
地
位
の
劣

惑
な
る
土
地
に
向
て
施
こ
さ
る
べ
〈
、
是
仁
於
て
耕
作
限
界
以
内
の
土
地
は
盆
#
葉
地
代
を
高
h
U

ぺ
し
正
。

此

論

叢

土
地
問
有
に
闘
す
る
諸
設
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
披

;1， 
) 

大



論

叢

土
地
闘
有
に
闘
す
る
謂
説
概
評

第
二
十
巻

〔
第
四
腕

O 
) 

大
二
回

「η
ノ
カ

Y
V
1
」
の
考
は
唯
経
憐
'
k
自
然
の
理
法
が
新
の
知
〈
に
進
行
す
イ
し
さ
設
き
た
る
お
に
て
、
氏
は
一
五
来
土

地
及
び
資
本
の
所
有
を
常
然
ご
認
む
る
が
故
に
、
其
地
代
設
は
事
も
地
主
を
相
官
む
る
意
思
な
か
り
し
は
、
氏
が
資

本
主
を
責
む
る
意
思
な
か
り
し
ご
同
慌
な
り
o

然
る
に
氏
の
設
一
度
出
づ
る
や
地
代
を
以
て
一
の
不
勢
増
富

(
E
O
E
5
L
P
H
2
0
E
S同
)
ご
錯
し
・

其
一
部
又
は
全
部
を
困
又
は
吐
曾
に
取
り
上
ヤ
ぺ
し
ご
の
設
を
生
み
た
り
。

「η
ノ
カ

v
v
l」
の
友
人
に
し
て
~
ぴ3

冨
口
]
の
父
た
る

γ
E
S
冨
邑
は
共
千
人
宵
二
十
一
年
の
著
書

h
E
5
5

ミ
も
も
と
町
内
ミ

R
号、一州、唱、
(
n
F
H〈

自

の

凶

)

仁
一
於
て
、
国
は
一
一
営
に
現
賓
の
地
代
を
遁
法
的
に
取
り
上
げ
得
べ
き
の
み

な
ら
す
、
未
来
に
増
加
す
る
地
代
を
も
取
り
上
げ
て
以
て
閥
費
に
充
つ
る
を
得
べ
き
も
の
な
り
さ
論
じ
た
り
o
悌

悶

ω枇
曾
主
義
者
印
E
E
l
印
E
S
R
Aび
其
門
弟
も
亦
同
様
の
意
見
を
畿
表
し
た

h
。
故
に
「
サ
y
・
V
毛

y
」
の
影

替
を
受
け
た
b
古
稀
せ
ら
る
、
「
ジ
ヨ
ジ
・
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
・
ミ
F
」
が
亦
同
様
の
考
を
把
持
L
た
る
は
奇
正
す
る

に
足
ら
や
(
』
∞
冨
口
]
1
3心
理
念
p
h
回}《

〈
'
n
r
t、s
仰
向
。

-

U

)

C

氏
が
千
人
百
七
十
年
に
創
立
し
た
る
岳
乙
L
三

円
自
己
月
間

m
p
E
H
〉
目
cn一巳
5
ロ

の
宣
言
及
び
之
に
附
属
す
る
講
話
及
び
設
明
に
依
れ
ば
、
氏
の
意
見
は
次
の
三
要

綱
よ
り
成
る
を
知
る
。

第

。
。
。

凶
家
の
取
り
上
げ
得
る
は
此
改
革
法
律
が
会
布
せ
ら
れ
た
る
後
に
費
生
す
る
土
地
の
未
来
的
地
代
に
止

ま
り
、
地
主
は
現
在
的
地
代
に
向
て
の
飯
得
慨
を
保
持
す
る
を
得
。

第

此
改
革
法
律
を
賞
施
す
る
に
就
て
は
、
先
づ
全
国
の
土
地
の
債
格
を
査
定
L
、
次
に
一
定

ω年
期
を
逐



ひ
、
地
債
を
構
成
す
べ
き
各
基
礎
に
捺
h
、
主
(
金
樺
に
於
て
土
地
積
格
の
増
加
は
幾
何
な
り
し
か
を
決
定
す
。

地
主
を
し
て
新
枕
的
取
り
上
げ
に
白
り
損
害
を
変
り
た
る
か
の
念
を
起
き

F
ら
し
む
る
潟
仁
、
岡
家
は

地
主
を
し
て
次
の
二
方
訟
の
一
を
選
ょ
を
得
せ
し
む
。
-
地
去
は
新
税
却
も
土
地
調
格
の
新
な
る
増
加
じ
基
き
増

加
し
た
る
地
代
の
納
附
を
潟
す
か
、
ヨ
又
は
改
革
法
律
会
布

ω時
に
、
若
し
彼
が
貢
ー
り
し
な
ら
ば
得
べ
か
h
し
土

地
の
市
贋
(
郎
ち
闘
が
賓
定
し
た
も
債
権
)
を
以
て
固
に
買
上
げ
を
請
求
す
る
を
得
。

第是
に
由
て
観
れ
ば
「
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
・
ミ
Y
」
の
意
見
は
土
地
の
固
有
を
旺
ち
に
断
行
せ
ん
ご
欲
す
る
も
の
に
非

十
し
て
、
寧
ろ
之
に
は
反
謝
な
り
o
蓋
し
氏
は
図
又
は
地
方
図
楳
が
有
ら
ゆ
る
土
地
を
所
有
す
る
に
就
て
の
行
政

上
の
殺
巣
を
是
認
せ
中
、
且
氏
は
土
地
図
有
を
直
も
に
断
行
す
る
場
令
に
嘗
然
地
主
に
附
奥
す
べ
き
莫
大
な
る
賠

償
金
を
、
土
地
よ
り
得
ぺ
き
収
入
じ
白
り

τ全
部
鈴
却
す
る
匁
に
は
非
常
に
長
き
年
期
を
要
す
る
こ
百
を
恐
れ
た

る
h
れ
0
1

り。

米
国
人
「
へ
ン

y
1
・
ジ
ョ
ー
ク
」
が
千
八
百
七
十
一
年
に
若
は
し
た
る
「
進
歩
及
び
貧
窮
」
(
甲
南

5h
ぬ
ミ
冶
'

g
d
)
に
於
て
覧
表
せ
る
意
見
は
「
ミ
ル
」
よ
h
は
急
激
に
し
て
且
梁
天
的
な

b
z
雄
も
、
「
η
ノ
カ

y
ド

1
」
の
地
代

設
に
根
擁
す
る
は
略
ぽ
同
一
に
し
て
、
地
主
の
牧
得
す
る
地
代
を
以
て
不
労
増
宮
古
思
考
す
る
な
h
o
英
岡
署
名

の
博
物
由
学
者
「
ヲ

ν
1
1
」
(
者
住

RO)
が
千
人
百
人
十
二
年
に
若
は
せ
る
「
土
地
図
有
論
」
は
亦
一
積
の
特
色
を
帯

ぷ
。
其
他
白
耳
義
の
男
傍
「
ヨ
ラ
ン
」
(
向
。
]
同
日
)
仰
蘭
西
の
「
ユ

1
エ
」
(
国
百
二
猫
逸
の
「
ゴ
ッ
セ
ン
」
(
凸
oω
耳
ロ
)
瑞
西

言骨

3罷

土
地
問
有
に
翻
ず
る
諸
説
慨
評

部
二
十
巻

(
第
四
競

} 

一
ハ
二
五



諭

責主

土
地
闘
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
挽

ノ、

-"-r、

の
「
ヲ
寸
フ
」
(
巧
己
Eω

元
は
傍
人
)
の
諸
説

ω如
、
き
も
、
余
は
其
皆
品
理
由
照
す
べ
き
附
唄
値
あ
る
を
信
守
る
を
以
て
別

に
節
を
設
け
て
逐
次
設
越
す
る
所
ゐ
る
ぺ

L
o

第
三
節

「
コ
ラ
ン
」
男
の
説

一
克
来
枇
曾
主
義
(
出
。
n
U
E
E
)
円
ゆ
る
語
は
、
或
は
最
も
康
義
に
解
L
、
例
へ
ば
「
プ
庁
・
l
ド
ン
」

(
p
o
E
Eロ
)
が
千

人
百
四
十
八
年
六
月

ω仰
園
巴
里
の
大
銭
乱
の
後
、
法
廷
に
召
喚
せ
ら
れ
訊
問
を
受
け
た
る
時
、
裁
判
長
が
放
は

枇
曾
主
義
者
か
ど
の
問
に
劃
し
て
、
勿
論
古
一
答
へ
、
真
に
枇
曾
主
義
ご
は
何
ぞ
や
の
問
に
劃
し
て
は
、
一
枇
曾
改
良

を
目
的
ご
す
る
有
ら
ゆ
る
希
望
な
り
ご
答
へ
た
れ
ば
、
裁
判
長
以
然
ら
ば
我
々
は
皆
融
合
主
義
者
な
b

Z
い
ひ
、

「
プ
ル

1
ド
ン
」
は
其
通
'
り
と
結
ぴ
た
る
逸
話
ゐ
b
o
此
此
曾
主
義
は
徐
り
康
漢
に
失
す
o
「-フグ

v
l
」
氏
は
一
肱
曾

主
義
を
以
て
次

ω
三
性
質
を
合
む
も
の
ご
翁
せ

h
c
第
一
現
時
の
枇
曾
紋
態
を
し
て
一
一
屠
卒
等
な
ら
し
め
ん
ニ
ピ

を
欲
す
。
第
二
此
改
革
を
法
律
叉
は
図
家
の
カ
に
由
、
り
て
成
就
せ
ん
こ
ど
を
欲
す
(
目
凶
己
の
号
門
型
色
々
0

・
じ

h
R
R九
E
b
h
言、

E
芝
、
言
、
功
、
、
E
3

同

【

O

角川品・
]
V釦
片
山

ω一
岡
山

V
O
N

ロベ戸
t
d
z
z
n
z
。ロ
w
-
U

何回

U
Q
H
)
o
Y
ロ
?
・
ポ

1
y
ュ

1
L氏
は

一
蹴
曾
主
義
を
定
義
し
て
「
諸
生
産
者
間
又
は
諸
生
産
者
及
び
諸
消
費
者
聞
の
闘
係
に
就
て
の
岡
家
干
渉
の
或
る
諸

方
訟
を
指
示
す
る
所
の
通
稀
な
り
」
ご
レ
ヘ
h
J
(
F
2
C可
回

B
E
E
n
c
w
k
p
E
h
R
E
G
E喜代、

u
o
E・
G
D一喝・司
-a)
。
此
他

吐
曾
主
義
の
定
義
及
び
範
囲
は
事
者
に
由
b
て
多
〈
設
を
異
に
す
る
が
故
に
、
今
一
々
忍
に
掲
載
せ
宇
ご
雌
も
、



枇
曾
主
義
な
る
話
よ
り
明
瞭
な
る
意
味
を
宿
す
る
は
共
産
主
義

(
S
B
E
5
5日
)
及
び
集
産
主
義

(E-2E25)

の
二
語
な
り
o

余
の
飯
に
第
一
節
の
終
り
の
部
分
に
逃
ぺ
た
る
如
〈
、
共
産
主
義
に
完
全
な
る
も
の
芭
部
分
的
な

る
も
の
正
あ

h
・
完
全
な
る
共
産
主
義
ご
は
生
産
方
使
三
与
受
方
便
Z
を
悶
は
守
、
有
ら
ゆ
る
財
貨
を
図
叉
は
枇

曾
の
共
有
さ
潟
さ
ん
ど
欲
す
る
も
の
な
り
o

部
分
的
共
産
主
義
は
享
受
方
便
の
私
有
を
認
め
て
、
生
産
方
便
の
全

部
又
は
一
部
を
周
叉
は
一
此
曾
の
一
公
有
吉
匁
さ
ん
ご
欲
す
る
主
義
に
し
て
、
働
園
の
皐
者
が
集
産
主
義
(
邑
一
員
三
ω

EO)
の
名
稀
を
下
し
た
る
も
の
卸
ち
是
な
り
。
「
シ
ェ
フ

v
l」(凶のどの
B
O
)
氏
が
其
著
む
さ
号
言
語
ト
句

h
2
h
q
p
'

遺
産
(
円
〉
忌

同
∞
立
)
に
於
て
描
お
し
た
る
「
マ

w
hグ
ス
」
派
枇
曾
主
義
の
計
査
は
土
地
及
び
資
本
郎
も
生
産
方
便

の
総
て
を
祉
曾
の
官
公
有
に
婦
せ
し
め
ん
ご
欲
す
る
主
義
に
し
て
、
「
U
F

ロ
ヲ

-
f
1
7
ュ

1
」
氏
の
呼
ん
で
完
全
集

産
主
義

(-og-一2
E長
自
白

H
C
E
)
Z
矯
す
所
の
も
の
な
り
。
之
に
劃
し
て
今
余
が
本
節
に
通
ぺ
ん
ご
欲
宇
る
「
ヨ

ラ
ン
」
男
の
一
耽
曾
主
義
は
田
平
に
土
地
の
固
有
-
ぜ
企
闘
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、

謂
ゆ
る
部
分
的
集
産
主
義
(
『

包
]
2
E
i
ω
5
0
3
2巳
)
な
り
。
其
他
本
論
文
に
叙
述
す
る
土
地
固
有
論
者
は
大
抵
之
に
属
す
。

「
ヨ
ラ
y
」
男

(
Y
E
l
p
L
-
-
E
E
O
Q
Z
7注
目
ω
三
百
』

E
3。-
3
p
t民
自
?
の
。
ロ
ロ
ω)
は
千
七
百
人
十
三
年
十

二
月
二
十
四
日
白
耳
義
「
プ
戸
ユ
ア
セ
戸
」
市
じ
生
れ
、
騎
士
「
コ
ラ
ン
・
ド
・
ρ

ム」
(nr2己
庁
内
各
自
母
国
防
ヨ
)

の
子
な
り
。
男
の
家
系
は
門
F
R
}
E
F
叶か

E
p
t
z
よ
り
出
で
、
恰
も
「
サ
y
-
V
宅

Y

」
が
わ

E
己め
E
同
四
日
郎
も

「ヵ

1
Y
」
大
官
よ
り
出
で
た
る
さ
隻
幅
掛
を
成
す
o

男
は
七
入
歳
の
頃
迄
は
母
の
膝
下
に
在
り
て
致
育
を
受
け
、

諭

叢

土
地
閥
有
に
闘
す
る
諸
説
蜘
評

第
二
十
巻

(
第
四
強

) 

，ミ

七



詰古

議

土
地
岡
有
に
闘
す
る
諸
詑
撫
評

第
二
十
巻

(
第
四
挽

四
) 

六
ニ

λ

後
父
の
老
友
古
ジ
ェ
ジ
ナ
4
1
ト
宗
の
牧
師
に
就
き
て
間
半
び
た

h
し
が
、

妊
年
に
至

h
志
願
兵
ご
し
て
仰
蘭
西
軍

隊
に
属

L
、
英
国
を
襲
撃
し
て
屡
々
軍
功
を
顕
は
し
た
り
。
千
八
百
十
九
年
仁
『
民
間
告
の

に
定
住
し
て
墜
を

業
ご
錯
し
た
ち
。
千
八
百
三
十
年
の
仰
園
革
命
後
に
岡
闘
に
行
き

τ「
ポ
ナ
。
ρ
I
F
」
家
推
裁
の
陰
謀
に
左
担
し
た

h
し
が
、

千
人
百
三
十
三
年
に
烹
り
て
再
び
事
問
の
研
究
に
身
を
委
ね
‘
巴
皇
に
於
げ
る
纏

τの
拳
科
の
講
義
を

聴
き
、
千
入
百
三
十
五
年
即
ち
五
十
二
歳

ω時
に
静
注
礼
旬
、

SN(枇
曾
契
約
)
守
」
題
す
る
属
女
作
を
著
は
L
た
る

が
、
此
書
阪
に
集
産
主
義
を
表
明
せ
h
J
o

中
に
次
の
語
ゐ

b
E
E
日

5
1公
品
目
白
目
。
『
巳
昨
め
宅
官

E
nロ門
U
H
0
5
=

(
不
動
産
は
総

τの
人
に
属
す
)
O

千
入
百
四
十
八
年
に
「
コ
ラ
y
」
は
六
月
の
叛
乱
仁
奥
み
し
た

b
z
の
燥
疑
を
受

り
た
h
J
し
が
、
稗
放
せ
ら
れ
た
ち
。
氏
は
千
八
百
五
十
九
年
十
一
月
十
二
日
巴
旦
仁
於
て
病
訪
問
し
た

b
o
年
を
写

〈
る
七
十
六
、
遣
す
所
の
大
小
著
作
甚
に
多
し
。
其
重
要
な
る
も
の
を
奉
や
れ
ば
次
の
如
し
。

h
R
1
H
ザ口、
mw

句、
2
a
h
N
4
0

一
-
M
-
M
I

∞J

同∞い山田

円
九
、
。
言
語
号
、
、
一
言
ミ
ヘ
包
雪
見
弘
、
旬
、
、
号
、
?
と
も
ぬ
い
込

hhv句
NNHA九
月
旬
、
立
号
、
崎
長
E

E
ロミ時
p
u
g
-
-
z
j
H
N
L
∞田町

L

M

∞
勾

め
に
三
点
、
宮
内
た

E

E
号
待
E
G
h
h
、ふ

2
-
5
1∞J
H
∞国間
1
5
U
A

h
s
h
h
u
h
N
凡
な
言
語
。
、
h
3
h
Q
ミ
n
E
h
N
F
N
d
q
o
「山口』∞
J

同∞匂・

E
b雪
、
、
日
号
H
N
F
N
g
-
E
E
句
、
込
町
1
1
5
3



h
Q
h
r
N
E
N
h
内旬、内
tp-
回

〈

O
H
E
t
∞J
M
∞uuw-

h
Q

、rhE弘
ぬ
ま
守

5
5
雪
之
命
b
足
立

b
p
G
P

同号、言、

5
3。-
E』∞
J

H

∞
含

此
等
の
諾
書
を
一
々
捗
激
す
る
は
回
よ
h
容
易
に
非
十
、

幸
じ
も
男
吉
岡
岡
山
皐
者
「
ラ
グ

V
1
」
氏
が
禁
著

h
n
h争
EHNM言、

E
R
Hミ
也
、
言
言
(
前
出
、

二
八
六
一
貝
乃
至
一
一
九
六
頁
参
照
)
じ
遮
よ
る
所
筒
仁
し
て
要
を
獲
る
を
以

て
、
今
重
仁
此
童
日
仁
一
協
'
り
て
「
ヨ
フ
ン
」
男
の
集
産
主
義
を
説
明
せ
ん
芭
欲
す
。

「
ヨ
ラ
y
」
及
び
英
門
弟
(
司
。

R
R
出口問
S
E
r
-
F
出

2e等
)
は
「
-Y
グ

V
1
」
氏
の
評
に
従
へ
ば
心
霊
論
者
た

る
正
同
時
に
無
紳
論
者
(
ω
t
H
H
M

宮山一
Z
2
2
E広
2
)
な
h
。
彼
等
は
吾
人
の
心
猿
の
不
滅
を
認
め
、
而
か
も
其
不

滅
の
心
撃
を
命
名
し
て
戚
受
性
(
凶
作
ロ
巴
『
口
広
)
古
呼
ぶ
ぞ
見
て
も
、
其
哲
附
学
研
究
の
未

r甚
に
深
か
ら
5
る
を
思
は

し
む
。
彼
等
は
榊
を
否
認

L
、

従
て
吾
人
の
理
者
的
秩
序
(
。
三
耳
目
E

E
己
)
の
遂
行
が
吾
人
以
外
の
一
の
理
想

及
び
一
の
道
理
(
口
三
辰
巳
内
2
5
E
Eロ
)
を
般
定
す
る
こ

F
f思
考
せ
ざ
れ

rし
も
、
道
徳
、
正
義
、
及
び
法
律
上

の
卒
等
の
諸
観
念
が
唯
人
の
個
性

(
E
Y
E
S
E
-門広

Z
日
記
号

)ω
永
久
存
舗
の
下
に
の
み
基
礎
を
有
す
る
こ
ご

。
。
。
。
。
。
。

を
主
張
し
た

h
o
新
〈
し
て
彼
等
は
白
か
ら
業
主
義
を
名
け
て
理
智
的
枇
曾
主
義
(
F
E
E
]
一5
0
E
E
E巳
)
芭

呼
ぴ
た
り
。

彼
等
は
日
〈
、

総
て
の
人
は
卒
等
な
h
、

一
の
戚
受
性
を
結
合
し
て
一
の
組
織

(O円四
E
P
E
O
)
を
成
す
も
の
な

b
o
総
て
の
人
は
兄
弟
な
h
、
皆
同
一
的
本
原
を
有
す
る
も
の
な
り
。
高
物
中
、
唯
人
の
み
が
其
行
錯
に
謝
し
て

前

司隆

司え

土
地
闘
宥
に
闘
す
る
諸
説
脚
評

第
二
十
巻

(
第
四
蹴

五
) 

/、

j， 



論

叢

土
地
固
有
に
闘
す
る
請
詑
柵
評

第
二
十
巻

(
第
四
競

一
六
)

八
三

O

責
を
負
ふ
べ
き
も
の
な
り
、
何
芭
な
れ
ば
人
は
良
心
ゐ
h
智
識
あ
り
自
由
な
る
主
櫨

(
2
5
0
5
2
E
F
Z
E
-
T

m
g
F

一日『
H

め
)
な
れ
ば
な
り
。
物
質
的
秩
序
(
で

O
E月
間
)
7
3
5
=
巾
)
郎
h
其
蕗
に
は
総
て
が
宿
命
的
な
る
に
反
岨
到
し

て一

ω道
徳
的
秩
序
(
。
三
日

E
2と
な
る
も
の
存
在
す
、

-
」
れ
は
正
義
の
秩
序
に

L
て
且
自
由
の
秩
序
な
り
o

人
は
責
任
を
負
ふ
べ
き
も
の
な
る
が
故
に
、
各
行
潟
は
其
規
則
又
は
行
震
を
翁
せ
る
者
の
良
心
に
遁
令
せ
る
ご

否
Z
に
肱
じ
て
必
中
報
ゐ
ら
れ
叉
は
罰
せ
ら
る
、
ぺ

1
0
而
し
て
此
膝
報
の
必
至
的
な
る
や
、
若
し
現
生
じ
於
て

せ
e

き
れ
ば
必
A
Y
後
生
に
於
て
起
る
ぺ
き
も
の
な
り
。
抗
団
事
す
可
か
ら
古
る
総

τの
推
理
(
白
色
ω
。
E
n
E
E
Z
)
の
集
合

。
。
。

は
無
我
的
道
理

(
z
z
g口同日目
U
2
8
5巾
]
)
を
構
成
す
o

此
無
我
的
道
理
は
人
の
行
魚
の
規
則
を
定
む
る
も
の
ご

L

て
考
ヘ
ら
る
、
時
に
は
、
主
様
(
ω
O
己目
E
z
z
b
)
の
名
稀
を
取
る
も
の
な
り
。

「
コ
ラ
ン
」
の
設
に
依
れ
ば
、
上
述
の
戚
受
性
の
非
物
質
性
よ
り
人
Z
物
質
ご
の
関
係
に
閲
す
る
他
の
諸
結
果
を

。
。
。
。

生
宇
、

H
E
れ
郎
も
赴
曾
経
済
な
ち
。

。。

又
日
〈
、
人
の
み
は
融
労
働
す
。
人
の
み
が
遁
嘗
に
能
働
者
会
問
。
己
)
ご
名
け
ら
れ
得
べ
き
も
の
な
り
o

物
質
は

人
が
生
産
の
目
的
を
以
て
其
上
に
働
〈
所
の
受
働
鵠
(
}
内
宮
辛
口
同
)
な
り
。

始
め
に
は
唯
人
芭
地
球
ご
の
み
が
存
在
L
、
地
球
の
上
に
人
は
漸
〈
後
述
し
た

b
o

。。

ば
、
他
方
に
土
地
又
は
全
然
原
品
知
的
な
る
物
質
ゐ

h
h仏
h
J
、
而
か
も
此
物
質
な
り
れ
ば
線
て
の
勢
働
は
不
可
能
な

一
方
に
人
の
労
働
ゐ
れ

る
べ
き
な
り
。
然
る
に
是
等
二
つ
の
生
産
要
素
が
協
同
し
た
る
よ
り
早
〈
も
特
積
の
一
物
が
生
れ
た

h
c
此
物
た
る



や
恰
も
抽
労
働
M
V

其
中
に
白
か
ら
集
積
し
た
る
が
如
き
も
の
に
し
て
、
且
移
動
的
に
し
て
、
地
球
よ
り
解
脱
L
得
ぺ

き
も
の
な
り
。
是
れ
却
も
資
ず
な
り
。
資
本
は
生
産
を
助
〈
る
も
の
な
b
o
郎
も
労
動
の
要
具
な
り
。
然
れ
ど
も

資
本
を
使
用
す
る
魚
に
は
先
づ
一
の
物
質
あ
り
て
其
上
に
之
を
嘗
隊

U
る
こ
子
伊
』
必
要
快
〈
可
ら
十
ご
す
。
勢
働

。
。
。

は
原
始
的
物
質
即
ち
土
地
が
そ
れ
に
従
属
す
る
場
合
は
自
由
な
れ
ど
も
、
然
ら
ゲ
る
場
令
は
奴
隷
的
な
b
。
何
Z

な
れ
ば
後
場
合
に
於
て
は
人
は
土
地
所
有
者
の
許
可
を
得
ぎ
れ
ば
業
活
動
を
潟
す
こ
さ
能
は

F
れ
ば
な
h
o
故
に

纏
て
の
一
凪
曾
成
員
を
し
て
一
様
に
閥
民
的
土
地
の
所
有
者
た
る
を
得
せ
し
む
る
錦
に
は
、
士
地
が
集
産
的
に
所
有

せ
ら
る
・
、
を
要
す
。
土
地
が
集
産
的
所
有
正
な
る
銭
に
は
左
の
ニ
傑
件
を
必
要
ご
す
o

t
i
 

o泊

芭
。

土
地
が
そ
れ
を
使
用
せ
ん
吉
欲
す
る
人
の
管
理
に
録
す
る
こ
ご
。

借
地
人
が
祉
曾
(
又
は
闘
家
)
に
上
納
す
る
所
の
地
代
は
枇
曾
の
会
盆
に
向
て
の
費
用
に
充

τら
る
ぺ
き
こ

凡
そ
所
有
制
度
に
二
種
あ
り
一
。

一
は
現
行
制
度
に

L
て
、
土
地
が
諸
の
倒
人
叉
は
個
人
の
或
る
諸
の
階
級
仁
割

寝
せ
ら
れ
居
h
、
而
し
て
勢
働
は
奴
隷
的
な
h
o
ニ
は
未
来
制
度
に
し
て
、
土
地
は
集
産
的
Z
な
る
可
〈
、
而
し

て
拙
労
働
は
自
由
な
り
。
前
者
を
拾
て
、
後
者
を
取
る
は
即
も
「
コ
ラ
y
」
及
び
共
徒
弟
の
主
張
な
h
。

。

。

。

。

。

。

以
上
は
富
の
生
産
に
就
て
の
説
明
な
る
が
、
以
下
分
配
に
就
て
の
「
2
7
y
」
ω意
見
を
遁
ぷ
ぺ

L
。

。
。
。

前
週
の
如
〈
土
地
が
之
を
利
用
せ
ん
ご
欲
寸
る
総
て
の
人
に
接
氾
し
得
る
必
然
の
結
果
ざ
し
て
、
嶋
労
働
が
自
由

論

叢

土
地
同
有
に
闘
す
る
諸
説
楢
評

第
二
寸
巷

(
第
四
披

ヒ
) 



ビ。
な。
る。 r

場。調

合。叢

tま
土
地
問
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
二
十
在

(
第
四
競

丹、
) 

プミ

各
人
は
他
人
に
雇
は
る
〉
ぜ
要
せ
や
し
て
生
活
す
る
を
得
。
而
し
て
彼
が
他
人
の
翁
仁
雇
は

る
、
は
唯
彼
が
白
か
ら
共
土
地
を
利
用
す
る
に
白
b
て
得
ぺ
き
牧
入
よ
り
大
な
る
勢
賃
を
他
人
が
彼
に
提
供
す
る

場
合
に
の
み
限
ら
る
ぺ
し
。
此
朕
態
合
経
済
的
言
継
を
以
て
表
は
せ
ば
、
『
労
賃
は
事
情
の
許
す
最
大
額
に
上
る
」

ご
一
五
ム
ペ
(
、
而
し
て
此
獄
態
の
下
に
於
て
は
富
の
分
配
は
衣
の
如
〈
行
は
る
。
生
産
物
の
最
大
部
分
は
勢
働
に

麗
し
、

最
小
部
分
は
資
本
に
蹄
す
。

之
に
反
し
て
拙
労
働
が
奴
隷
的
な
る
場
合
に
は
諸
勢
働
者
は
餓
死
を
兎
か
れ
ん
が
活
に
互
に
守
ふ
て
土
地
及
び
資

本
を
所
有
す
る
人
命
じ
就
き
彼
等
の
腕
を
提
供
せ

F
る
を
得
す
o

故
に
勢
賃
は
辛
ふ
じ
て
其
生
命
を
支
へ
後
嗣
を

養
ふ
に
必
要
な
る
丈
に
減
少
す
ぺ
〈
.
而
し
て
若
し
富
の
所
有
者
が
柚
労
働
を
需
要
せ

e
き
れ
ば
、
失
職
せ
る
勢
働
者

は
唯
死
む
を
待
つ
の
一
途
あ
る
の
み
。
故
に
勢
賃
は
事
情
の
命
守
る
最
小
額
に
下
h
、
而
し
て
宮
の
分
配
は
其
最

大
部
分
は
地
主
及
び
資
本
主
に
蹄
し
、
最
小
部
分
は
崎
労
働
者
に
蹄
す
こ
吉
、
な
る
べ

L
。

故
仁
勢
働
が
自
由
な
る
ご
き
は
各
人
の
富
は
彼
の
忍
び
た
る
勢
苦
に
比
例
し
て
増
加
し
、
之
に
反
し
て
勢
働
が

奴
隷
的
な
る
芭
き
は
各
人
の
宮
は
彼
が
集
め
た
る
資
本
に
比
例
し
て
白
か
ら
増
加
す
。
而
し
て
前
越
の
如
〈
拙
労
働

の
自
由
な
る
古
否
ご
は
土
地
の
所
有
が
集
産
的
な
る
百
個
人
的
な
る
古
に
由
る
が
故
仁
、
次
に
結
論
仁
到
達
す
べ

し
o

土
地
が
個
人
的
に
所
有
せ
ら
る
、
古
き
は
・
制
舎
に
於
け
る
智
識
の
進
歩
に
比
例
し
て
貧
岩
は
盆
々
貧
し
〈

富
者
は
盆
・
守
宮
む
ぺ
し
。
土
地
が
集
産
的
に
所
有
せ
ら
毛
、

Z
き
は
、
各
人
の
活
動
に
比
例
し
及
び
文
明
の
進
歩



仁
臆
じ

τ総
て
の
人
の
宮
が
増
大
す
ぺ
し
。

。
。
。
。
。

「
コ
ラ
y
」
は
赴
曾
の
歴
史
に
就
て
濁
創
の
設
を
出
し
、
門
人
冨
戸

L
め

]

》

C
円
宮
町
之
を
其
著

N
K
ミ
ミ
苦
言
語
h

吾
室
ミ
ミ
に
再
掲
L
た
hzJO
英
大
要
左
の
如
し
。

品
川
め
に
は
粗
野
な
る
カ
に
尚
る
主
権
が
専
制
す
。
家
族
の
父
は
命
A

吋
・
し
、
利
族
の
最
強
者
は
指
揮
す
。
而
る
に

人
の
集
周
稿
大
正
な
る
や
、

一
の
時
に
カ
を
布
も
た
る
者
必
中
し
も
常
に
最
強
岩
た
る
を
得
F
る
が
放
に
、
此
開

類
の
主
機
は
陥
僅
の
間
だ
存
続
L
得
る
に
過
ぎ
歩
。
何
て
主
人
た
る
地
位
を
保
つ
潟
に
、

「
ル
ッ

Y
1
」
(
問
。
5
R，

E
)
の
言
へ
る
如
〈
、
彼
は
カ
を
法
に
、
服
従
を
義
務
に
向
型
化
す
。

日
〈
人
に
似

τ而
か
も
全
能
な
る
謂
ゆ
る
紳
は
存
在
す
。
日
く
紳
は
諸
行
錯
の
規
則
を
啓
示
し
市
役
を
命
じ
て
立

此
目
的
に
向
て
彼
は
次
の
事
項
を
断
定
す
。

法
者
ご
錯
し
、
品
仰
の
啓
一
不
の
的
確
な
る
解
穆
者
芭
怨
し
た
り
。
日
〈
紳
は
各
人
に
不
死
の
震
魂
を
賦
奥
し
た
り
。

日
t
人
は
此
紳
の
啓
示
せ
る
規
則
に
遵
ふ
Z
否
E
に
従
ひ
、
主
(
未
来
の
生
活
に
於
て
或
は
賞
せ
ら
れ
或
は
罰
せ
ら

る
ぺ

L
Z
。

然
れ
H

己
も
新
の
如
き
数
理
の
断
定
の
み
を
以
て
立
法
者
は
充
分
与
ら
予
ご
柏
崎
し
て
、
一
見
に
此
数
理
の
研
究
を
妨

「
る
の
要
ゐ
h

Z
な
せ
り
。
其
慣
用
手
段
は
他
な
し
、
人
民
の
無
識
を
維
持
じ
、
其
思
想
を
抑
制
す
る
に
在
h
o

一
脚
政
的
主
権
若
〈
は
紳
法
は
新
、
し
て
成
h
、
貴
族
政
治

ω吐
曾
は
封
建
的
ご
な
h
た
り
。
是
れ
郎
ち
「
コ
ラ

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

y
」
等
理
智
的
枇
曾
主
義
者
の
名
け
て
「
一
耽
曾
的
無
担
の
及
び
研
究
抑
制
の
時
代
」

(
F
E舟
2
m
p
O
B
R
O
E
-

前

叢

土
地
周
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
腕

九
) 

-'" ，、



守宵

計世

土
地
闘
有
に
闘
す
る
諸
詑
櫛
評

第
二
十
巻

(
第
四
挽

o 
) 

ハ
二
一
山

nu-o
且
牛
O
Bロ屯

5
2
E志
己
土
、
日

5
2
)
ご
い
ふ
所
の
も
の
な
り
。

補
来
多
少
の
歳
月
を
経
る
に
従
ひ
、
人
智
は
進
み
諸
の
後
見
は
震
に
典
h
、
人
民
間
の
交
通
は
開
け
北
る
等
よ

h
し
て
、
研
究
の
抑
制
は
少
〈
古
も
一
時
不
可
能
ご
な
b
た
り
。
是
時
に
嘗
h
調
ゆ
る
神
人
一
館
の
枇
曾
的
根
捺

は
討
論
せ
ら
れ
、
其
権
威
は
失
墜
し
、
主
権
は
鐙
形
し
、
其
紳
政
的
仮
面
を
剥
が
れ
て
、
謂
ゆ
る
人
民
多
数
の
カ

に
由
る
主
権
た
る
に
過
ぎ

F
る
に
至
れ
り
。
斯
く
し
て
吐
曾
は
貴
族
的
(
R
r
E
Q邑
宮
内
)
よ
h
一
や
民
的

(
F
E昂
2
・

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

ぽ
)
芭
活
h
、
調
ゆ
る
無
智
W
及
び
研
究
抑
制
不
可
能
の
時
代
(
司
何
回
目
。
庁
弘
一
R
E
E
R
O
Z
L
}
E
B
B
-
u
S民
主
広
含

J

v

‘
、
ア
}

0

2mwEm三
に
入
h
T
b

今
や
枇
曾
は
非
常
に
紛
乱
し
て
秩
序
は
盆
々
依
壊
し
た

h
o
嘗
て
民
衆
の
服
従
を
確
保
し
た
る
諸
原
則
は
其
勢

カ
を
失
ひ
、
総
て
の
事
は
討
議
ゼ
ら
れ
疑
問
せ
ら
れ
、
斯
く
し
て
後
生
の
制
裁
、
及
び
人
に
似
た
る
紳
の
個
性

(
-
P
同

u
q
S
E
-
-尽
を

巴

E
E
H
F
5
3目
。
弓
宮
)
は
否
定
せ
ら
れ
、
震
魂
不
滅
も
亦
否
定
ゼ
ら
れ
、
某
他
一
々
一
枚
奉

す
る
に
遼
ゐ
ら
す
o

新
〈
し

τ此
時
代
に
於
げ
る
自
由
碗
究
の
結
果
は
克
に
物
質
主
義

(
E
E
b
E一目的
E
こ
の
肯
定

ご
な
ら
、

伺
人
的
利
盆
の
欲
求
は
迄
か
に
秩
序
及
び
忠
誠
の
思
想
を
凌
駕
し
、
絶

h
ナ
棺
殖
す
る
民
衆
を
し
て
泊

。。

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

々
ご
し
て
之
に
向
は
し
む
る
を
致
せ
り
。
「
ヨ
ラ
ン
」
の
謂
ゆ
る
刷
合
的
無
智
及
び
人
智
の
馳
棋
連
に
比
例
し
て
生
長

0
0
0
0
0
0
0
0
 

す
る
不
道
徳
の
時
代

(
F
E
L
0
2問
5
E
R
m
ω
日一色
F
E
E
Z
E
-【
尽
日
£
J

E
官。
25MM日
-
-
2
M
m
E
E
Uハ
訟
手
。
ャ

胃
E
自
立
巳
の
コ
ロ
豆
一
日
明
自
の
の
)
は
斯
〈
し
て
生
じ
た
り
。



之
Z
同
時
に
貧
困
は
同
C
比
例
に
増
加
し
て
平
民
的
一
肱
曾
欣
態

(
F
F
5
0
8
n
E
F
r
o
g『
町
内
。
一
括
)
は
檎
緩
す
る

を
得
ぎ
る
こ
吉
、
な

h
、
平
民
主
権
制
度
(
}
ぬ
み
m
H
H
Z
Z
Z吋
問

2
5
)
は
間
も
無
〈
積
々
の
形
態
に
於

τ破
壊
し
、

紳
法
の
主
権
は
復
興
し
、
而
し
て
是
亦
新
な
る
革
命
に
向
h
て
倒
れ
て
再
び
平
民
階
級
の
勝
利
を
見
る
に
至
る
。

新
の
知
(
枇
曾
は
其
初
期
よ
り
繰
返
す
所
の
矛
盾
論
法
(
百
三
刊
号
一
E
M
)
を
崎
将
に
股
却
じ
得
る
は
何
れ
の
日
に
在

り
や
。
臼
〈
唯
費
明
、
出
版
の
準
歩
、
及
び
主
戸
等
の
結
果
た
る
抑
制
す
べ
か
ら
F
る
一
般
的
研
究
等
に
由
り
て
紳

法
の
政
輝
の
恢
復
は
到
底
不
可
能
古
な
h
允
る
時
に
在
る
而
己
。
此
時
に
際
し
人
類
は

rrr(】
が
ロ
伊
丹
庄
内
)
の
下

に
倒
る
、
か
、
然
ら

F
れ
ば
正
式
に
認
識
せ
ら
れ
設
明
せ
ら
れ
た
る
理
智
(

}

ω

日
刊
号
ロ
)
に
適
合
す
る
所
の
枇
舎
を

組
織
す
る
か
の
ニ
途
其
一
に
出
で
ざ
る
ぺ
か
ら
宇
。
此
第
二
の
途
に
於
て
人
類
は
葉
歴
史
的
畿
這
ゆ
最
後
の
時

。
。
。
。
。

代
、
卸
ち
人
類
が
此
世
界
の
上
に
在
ら
ん
限
h
氷
績
す
ぺ
言
、
謂
ゆ
る
認
識
の
時
代

(
E
3
2
0
品。《凶
0
2
5
2
a

白
骨
0
)

に
入
る
も
の
ご
謂
ふ
吋
き
な

h
。

「
コ
ラ
ン
」
は
弐
の
三
種
の
制
度
を
掲
「

-
紳
法
制
度
(
『
片
品
町
田
E
O
H
Z
R
E
5
5
)
ニ
れ
は
「
コ
ラ
ン
」
の
濁
裁
政
治
に
由
る
秩
序
Z
潟
す
所
の
も
の
な

h
o

，t

、
ヨ
民
主
制
度
(
『
広
明
5
0
号
自

R
E占
百
)
ニ
れ
は
無
政
府
主
義
を
生
む
所
の
自
由
な

b
。

3
理
智
制
度
(
]
の
み
町
一
門
出
向

H白色
O
B
m
-
s
u
m
R
E
H
5
z
n
)
こ
れ
は
秩
序
古
自
由
ご
を
同
時
に
奥
ふ
所
の
も
の
な
り
。

此
理
智
制
度
は
「
コ
ラ
y
」
の
以
て
未
来
且
最
終
の
吐
曾
組
織

t
思
考
す
る
所
の
も
の
に
し
て
、
之
に
就
き
「
ヨ

論

叢

土
地
同
有
に
閲
ナ
る
詩
話
概
評

第
二
十
巻

一
第
四
按

ハ
一
ニ
五



論

叢

'f
地
固
有
に
闘
す
る
諸
諸
概
評

第
二
十
巻

(
第
四
都

一一) 

= 
大

フ
y
」
の
描
潟
す
る
所
は
尖
の
却
し
。

纏
て
の
人
は
法
律
上
平
等
な
る
が
故
に
哲
一
吐
曾
上
平
等
な
る
労
働
傑
件
の
下
に
置
か
る
可
し
。
人
は
白
白
な

-
り
、
彼
の
勢
働
亦
自
由
な
る
可
し
。
故
に
物
質
(
日
山
口
智
ゆ
)
は
智
識

(
Z
E
5
2
0
m
)
に
従
属
す
可
〈
、
帥
労
働
は
上
地

及
び
資
本
を
有
す
，
ぺ
(
、
新
〈
し
て
勢
賃
は
共
得
能
ふ
最
大
額
に
上
る
ぺ
き
な
b
。

総
て
の
人
は
同
一
の
組
先
よ
り
出
で
た
る
故
に
兄
煎
な
h
J
。
き
れ
ば
若
し
彼
等
が
英
生
存
を
維
持
す
る
に
不
通

常
な
る
古
き
は
赴
曾
は
勉
め
に
配
慮
す
ぺ
し
。
智
識
界
に
於
て
は
認
識
(
向
。

E
島
信
号
自
)
の
枇
曾
的
分
配
あ
る
べ

〈
、
物
質
界
に
於
て
は
地
球
の
及
び
前
世
に
獲
得
せ
ら
れ
資
本
正
し
て
俸
は
れ
る
富
の
大
部
分
の
赴
合
的
専
有
あ

る
ぺ
し
。

赴
曾
は
R

公
費
を
以
て
総
て
の
少
年
に
謝
し
て
完
全
な
る
理
論
及
び
慮
用
の
教
育
を
施
こ
し
、
彼
等
を
L
τ
自
然

科
事
に
尚
v

り
て
如
何
に
す
れ
ば
物
質
を
最
も
菩
〈
利
用
す
る
を
得
る
か
を
知
ら
し
め
、
形
而
上
撃
に
由
b
て
如
何

に
彼
等
は
其
同
胞
に
謝
し
て
動
作
す
，
へ
き
か
を
知
ら
し
む
ぺ
し
。

丁
年
に
達
し

τ公
立
問
学
校
を
出
で
た
る
若
き
人
々
は
幾
何
か
の
年
月
の
問
圏
中
部

ω崎
常
務
に
服
し
て
質
際
生
活
に

入
る
の
噛
崎
容
の
如
き
事
を
錯
し
、
併
せ
て
彼
等
が
少
年
の
間
受
け
た
る
悶
家

ω保
護
訓
育
の
恩
に
報
ゆ
ぺ
し
。

成
年
者
が
愈
々
祉
舎
へ
現
員
ざ
し
て
入
る
時
に
は
各
人
は
岡
家
の
枚
入
の
剰
倹
の
中
よ
り
一
定
額
の
持
1
7

(
牛
耳
)
を
受
t
。
此
場
合
に
彼
れ
時
労
働
者
的
前
に
三
つ
の
途
は
開
か
る
べ
し
。
ー
彼
は
軍
猫
に
て
働
〈
を
得
べ
し
。



)

)

ミ

2
彼
は
他
人
Z
組
合
ひ
て
共
同
に
生
産
す
る
を
得
ぺ
し
。

3
若
し
彼
は
白
か
ら
危
険
を
胃
し
て
企
業
を
潟
す
を
欲

せ
.
き
れ
ば
彼
は
企
業
を
親
ら
簿
す
所
の
他
の
抽
労
働
者
の
雇
人
ご
な
り
て
ま
(
働
〈
ぺ

L
。

前
記
二
穂

ω人
々
に
劃
L
て
は
岡
家
は
共
要
す
る
所
の
土
地
叉
は
資
本
を
提
供
す
。
そ
の
潟
に
土
地
は
地
方
の

蚊
況
人
民

ω需
要
及
び
農
業
上
の
便
宜
に
従
ひ
て
大
小
不
同
の
問
畑
に
匝
分
せ
ら
る
ぺ
し
。
此
等
国
畑
は
耕
作
に

必
要
す
る
材
料
吉
共
に
最
高
地
代
の
申
込
者
に
貸
奥
せ
ら
る
ぺ
〈
、
而
し

τ借
地
人
は
之
を
他
人
に
叉
貸
す
る
を

得
A
r
o

岡
家
は
岡

ι〈
資
本
を
も
貸
奥
し
、
新
く
し
て
個
人
的
資
本
主
を
し
て
法
定
利
率
よ
り
高
率
を
取
る
こ
ご

を
自
然
に
不
可
能
Z
な
ら
し

U
。

「
コ
ラ

y
」
は
夏
に
二
種
の
方
法
を
案
出
し
た
り
。
第
一
種
の
方
法
は
拙
労
働
の
勢
力
を
し
て
確
か
に
資
本
の
勢
力

に
勝
た
し
め
ん
ご
す
る
も
の
に
し
て
、
換
言
す
れ
ば
努
貨
を
成
る
可
〈
高
〈
矯
し
得
る
方
法
な
り
。
例
へ
ば
1
借

金
は
借
主
.
の
生
存
間
に
年
賦
償
還
を
柏
崎
き
し
む
る
こ
昔
、
錯
し
、
之
に
由
り
て
利
子
の
永
績
宏
絶
滅
す
る
こ
Z
0

2
資
本
の
組
合
を
禁
止
し
て
崎
労
働
の
組
合
は
之
を
合
法
官
な
す
こ
Z
等
な
り
。
第
二
種
の
方
法
は
各
人
の
能
率
を

最
高
度
に
進
め
ん
Z
す
る
も
り
な
り
o
例
へ
ば
1
相
続
権
を
直
系
に
制
限
す
る
こ
古
及
び
遺
言
擦
の
検
設
。
ヨ
遺

言
に
由
る
相
顧
財
産
に
向
て
の
課
税
、
及
び
直
系
の
相
続
の
外
の
無
遺
言
相
綴
財
産
は
闘
の
所
有
仁
録
す
る
こ
Z

等
是
な
り
。
枇
舎
が
此
等
の
方
法
を
愁
〈
行
ふ
ご
さ
は
、
謂
ゆ
る
自
由
卒
等
及
び
博
愛
の
三
理
想
は
質
現
し
、
個

人
的
資
本
が
勢
働
を
剥
奪
す
る
こ
Z
全
然
不
可
簡
芭
な
る
べ
し
。

ヲ L
M町

君主

土
地
問
有
に
闘
す
る
諸
説
概
評

部
二
ヒ
容

(
部
削
競

) 

い
円
三
じ

一
，
一
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巻
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第
四
税

凹
) 

六
三
へ

「
ヨ
ラ
y
」
振
は
以
潟
ら
〈
、
此
枇
曾
組
織
の
下
に
於
て
は
智
識
ご
財
産
さ
の
聞
に
調
和
あ
り
。
総
て
の
人
は
土

地
の
中
の
譲
渡
す
べ
か
ら
、
さ
る
彼
等
の
部
分
の
所
有
者
な
り
o

総
て
の
人
は
少
〈
ご
も
必
要
な
る
よ
を
有
L
、
閑

暇
を
有
し
、
叉
彼
等
の
現
世
の
享
楽
に
必
要
な
る
智
識
的
並
び
に
物
質
的
方
便
物
を
有
す
ぺ

L
。
此
枇
曾
は
理
智

上
抗
争
す
可
か
ら

5
る
主
義
の
上
に
建
て
ら
る
、
も
の
な
る
が
故
に
決
し
て
自
由
研
究
に
由
h
て
顛
覆
さ
れ
得
ぺ

き
も
の
に
非
宇
。
此
枇
曾
は
理
智
に
合
致
し
、
各
人
に
美
技
備
に
感
じ
て
得
ぺ
き
最
大
幸
一
臓
を
保
置
す
る
も
の
な

る
が
故
に
、
若
し
此
枇
曾
に
不
幸
繭
な
る
人
ゐ
ら
ば
、
是
れ
唯
其
人
の
過
失
に
由
る
の
み
。
鳴
呼
誰
か
斯
の
如
(

何
人
を
も
害
せ
す
し
て
総
て
の
人
に
満
足
h

古
典
ふ
る
枇
曾
を
頬
覆
せ
ん
Z
企
つ
る
も
の
有
る
べ
き
や
。

以
上
敷
頁
に
豆
り
て
述
べ
た
る
所
は
「
コ
ラ
ン
」

ω謁
ゆ
る
理
智
的
枇
曾
主
義
の
大
要
な
h
。
余
は
本
論
文
の
終

節
に
於
て
「
コ
ラ
ン
」
其
他
土
地
図
有
論
の
総
評
を
下
さ
ん
ご
欲
す
れ
ど
も
、
今
慈
に
余
の
遁
切
吉
信
守
る
「
ラ
グ

V
1
」
氏
の
評
語
を
恨
h
て
読
者
の
参
考
に
資
せ
ん
ご
欲
す
。

「
コ
ラ
y
」
の
集
産
主
義
は
共
門
人
の
解
説
に
由
り
て
詳
明
せ
る
所
ろ
少
な
か
ら
争
吉
雄
も
、
倫
ほ
最
も
重
要
な

る
諸
勅
に
於
て
明
瞭
を
快
〈
も
の
ゐ
h
。
彼
等
は
土
地
及
び
一
部
分
の
資
本
を
以
て
集
産
的
主
題

(
Z
n色
白
旦
乱

広
)
に
属
す
ご
篤
せ
Y
」
も
、

如
何
な
る
資
本
は
集
産
的
な
り
や
、

又
何
が
集
産
主
躍
な
h
ゃ
、
地
方
固
韓
乎
、
岡

乎
、
崎
市
犯
人
類
乎
は
未
vh
明
白
な
ら
や
。
彼
等
は
農
作
地
の
賃
貸
期
限
を
三
十
年
芭
潟
吉
ん
ご
欲
せ
b
o
是
れ
亦

可
な
り
o
然
れ
ど
も
鱗
山
各
精
製
遣
業
及
び
餓
道
等
に
就
て
は
、
彼
等
は
如
何
な
る
制
度
に
依
ら
ん
芭
欲
す
る



乎
。
彼
等
は
成
年
に
達
し
た
る
人
々
に
持
分
(
資
本
)
を
奥
へ
て
任
意
に
其
特
別
の
利
盆
に
向

τ之
を
使
用
せ
し
め

ん
ご
欲
す
o

然
れ
yu
も
此
等
持
分
は
蒸
し
貨
融
闘
を
以
て
渡
さ
る
べ
〈
、
而
し
て
此
等
は
附
卒
に
消
費
せ
ら
れ
て
若

き
人
々
及
び
批
曾
会
穫
に
損
害
九
古
典
ふ
る
虞
な
き
乎
。
之
を
要
す
る
に
「

2
7
y
」
の
土
地
図
有
又
は
祉
曾
有
の
主

義
を
徹
底
せ
し
め
ん
ご
欲
せ
ば
結
局
有
ら
ゆ
る
農
業
を
問
中
部
干
捗

ω下
に
置
か
ん
ご
す
る
所
の
「
ラ
ッ
サ
1

P

L

氏

の
生
産
組
合
の
制
度
に
由
る
か
、
然
ら

F
れ
ば
「
uv
ュ
7
v
l
」
氏
の
描
寓
せ
る
「
7

F

P

λ

」
主
義
的
企
圃
の
如
〈

有
ら
ゆ
る
産
業

ω枇
曾
一
公
径
の
制
度
に
由
ら

F
る
営
得
ぎ
る
に
至
ら
ん
。
鳴
呼
是
れ
浅
瀬
に
泳
が
ん
正
し
て
遂
に

深
淵
に
陥
ゐ
ら
ん
ご
す
る
の
類
に
非
争
や
。

若
し
夫
れ
「
守
一
ラ
ン
」
の
枇
曾
の
歴
史
に
就
て
の
設
は
頗
る
濁
創
的
に
し
て
、
旦
欧
洲
諸
民
族
の
如
き
弱
肉
強
食

の
質
習
を
重
複
し
、
叛
乱
草
命
の
惨
事
を
繰
返
す
所
に
在
h
J
τ

は
略
ぽ
嘗
れ
る
判
断
の
却
し
正
雄
も
、
高
世
一
系

の
天
皇
を
裁
き
、
普
天
の
下
率
土
の
浪
、
王
土
王
臣
に
非
F
る
な
き
の
理
想
を
幾
千
年
家
賃
現
す
る
所
の
我
帝
図

に
劃
し
て
は
「
ヨ
ラ
ン
」
の
設
亦
寛
に
井
に
坐
し
て
天
を
窺
ふ
の
類
た
る
を
菟
か
れ

F
ら
ん

i
す
。
(
未
完
)

論

叢

土
地
岡
崎
有
に
闘
す
る
諸
君
聴
許

革
ニ
↑
巻

(
第
四
掠

五

h

三
九


